
第一号様式（第十七条関係）

船舶保安規程承認申請書

年 月 日

殿

氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては 印

その代表者の氏名

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則附則第 条第 項5 1
において準用する第 条第 項の規定により、次のとおり申請します。17 1

船名

船舶番号

所有者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあってはその代表者の氏名

船籍港

総トン数

国際海事機関船舶識別番号

備考

（注） 用紙の大きさは、日本工業規格 列 番とすること。1 A 4
総トン数の欄には、法第 条の規定による総トン数を記載すること。2 49
氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。3



第四号様式（第二十三条関係）

船舶保安検査申請書

年 月 日

殿

氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては 印

その代表者の氏名

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則附則第 条第 項5 2
において準用する第 条第 項の規定により、次のとおり申請します。23 1

船名

船舶番号

所有者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあってはその代表者の氏名

船籍港

総トン数

国際海事機関船舶識別番号

受けようとする検査の種類

検査を受けようとする時期

検査を受けようとする場所

備考

（注） 用紙の大きさは、日本工業規格 列 番とすること。1 A 4
総トン数の欄には、法第 条の規定による総トン数を記載すること。2 49
氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。3



第十号様式（第三十五条関係）

船舶保安証書等再交付申請書

年 月 日

殿

氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては 印

その代表者の氏名

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則附則第 条におい8
て準用する第 条第 項の規定により、次のとおり申請します。35 1

船名

船舶番号

所有者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあってはその代表者の氏名

船籍港

総トン数

国際海事機関船舶識別番号

船舶保安証書又は臨時船舶保安証書

の番号

船舶保安証書又は臨時船舶保安証書

の有効期間

船舶保安証書又は臨時船舶保安証書

の交付年月日

船舶保安証書又は臨時船舶保安証書

の交付者

再交付を受けようとする理由

備考

（注） 用紙の大きさは、日本工業規格 列 番とすること。1 A 4
総トン数の欄には、法第 条の規定による総トン数を記載すること。2 49
氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。3



第十一号様式（第三十六条関係）

船舶保安証書等書換申請書

年 月 日

殿

氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては 印

その代表者の氏名

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則附則第 条におい8
て準用する第 条の規定により、次のとおり申請します。36

船名

船舶番号

所有者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあってはその代表者の氏名

船籍港

総トン数

国際海事機関船舶識別番号

船舶保安証書又は臨時船舶保安証書

の種類

船舶保安証書又は臨時船舶保安証書

の番号

新

書換えを受けようとする事項

旧

備考

（注） 用紙の大きさは、日本工業規格 列 番とすること。1 A 4
総トン数の欄には、法第 条の規定による総トン数を記載すること。2 49
氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。3



第十二号様式（第四十条関係）

船舶保安証書交付申請書

年 月 日

殿

氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては 印

その代表者の氏名

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則附則第 条第 項7 1
において準用する第 条第 項の規定により、次のとおり申請します。40 1

船名

船舶番号

所有者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあってはその代表者の氏名

船籍港

総トン数

国際海事機関船舶識別番号

備考

（注） 用紙の大きさは、日本工業規格 列 番とすること。1 A 4
総トン数の欄には、法第 条の規定による総トン数を記載すること。2 49
氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。3



第十八号様式（第七十九条関係）

手 数 料 納 付 書

年 月 日

殿

申請者の氏名又は名称及び住所 印

下記の申請について手数料を納付します。

１ 申請事項

２ 金額

３ 備考

収入

印紙

（注）氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。




